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政策評価に関する基本方針の一部変更について 

 

平成 19 年３月○○日 

閣 議 決 定 案 

 

 政策評価に関する基本方針の一部を次のように変更する。 

  

 Ⅰ４イ中「規制に係る政策評価については、関連する累次の閣議決定の趣

旨を踏まえつつ、積極的に実施に向けて取り組むものとする。」を削る。 

 Ⅰ４オの次に次のように加える。 

  カ 規制の事前評価については、その実施が義務付けられている規制以

外のものについても、積極的かつ自主的に事前評価を行うよう努める

ものとする。 

 Ⅲ１中「「政策評価の実施に関するガイドライン」」の次に「及び「規制の

事前評価の実施に関するガイドライン」」を加える。 

 

（別紙） 


	資料1-01表紙.pdf
	資料1-02諮問文.pdf
	資料1-03基本方針の一部変更について.pdf

